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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成25年10月17日(2013.10.17)

【公開番号】特開2012-52940(P2012-52940A)
【公開日】平成24年3月15日(2012.3.15)
【年通号数】公開・登録公報2012-011
【出願番号】特願2010-196367(P2010-196367)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/62     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/64     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｖ
   Ｇ０１Ｎ  27/64    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｙ

【手続補正書】
【提出日】平成25年8月29日(2013.8.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体クロマトグラフィーによって分離した試料の画分をサンプルプレート上に所定の順
番で所定の位置にスポットし、これらの画分をマトリックス支援レーザー脱離イオン化法
によるイオン化部を備えたタンデム質量分析計に供して得られたプリカーサーイオンの相
同性を判定する方法であって、
（１）第一の試料に由来するプリカーサーイオンが取得されたサンプルプレート上の位置
に対して、第二の試料に由来するプリカーサーイオンが取得されたサンプルプレート上の
位置が所定の関係を満たすことを判定する第一のステップと、
（２）第一のステップにおいてサンプルプレート上の位置が所定の関係を満たすと判定さ
れた両プリカーサーイオンのプロダクトイオン群の比較により両プリカーサーイオンに相
同性があるかどうか判定する第二のステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　上記第一のステップは、さらに、両プリカーサーイオンの質量電荷比が所定の関係を満
たすことを判定するステップを備えている、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　上記（２）の要件における両プレカーサーイオンのプロダクトイオン群の比較は、プロ
ダクトイオン群の質量電荷比及びピーク強度を比較することにより行われる、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　さらに、相同性が判定された複数のプリカーサーイオンから、相同性有と判定されたプ
リカーサーイオンの集合または相同性無と判定されたプリカーサーイオンの集合を取り出
すステップを備えている、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　さらに、前記集合を表示するステップを備えてなる請求項4に記載の方法。
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【請求項６】
　液体クロマトグラフィーによって分離した試料の画分をサンプルプレート上に所定の順
番で所定の位置にスポットし、これらの画分をマトリックス支援レーザー脱離イオン化法
によるイオン化部を備えたタンデム質量分析計に供して得られたプリカーサーイオンの相
同性を判定するためのコンピュータプログラムであって、
（１）第一の試料に由来するプリカーサーイオンが取得されたサンプルプレート上の位置
に対して、第二の試料に由来するプリカーサーイオンが取得されたサンプルプレート上の
位置が所定の関係を満たすことを判定する第一のステップと、
（２）第一のステップにおいてサンプルプレート上の位置が所定の関係を満たすと判定さ
れた両プリカーサーイオンのプロダクトイオン群の比較により両プリカーサーイオンに相
同性があるかどうか判定する第二のステップと、
をコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項７】
　上記第一のステップは、さらに、両プリカーサーイオンの質量電荷比が所定の関係を満
たすことを判定するステップを備えている、請求項6に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　上記（２）の要件における両プレカーサーイオンのプロダクトイオン群の比較は、プロ
ダクトイオン群の質量電荷比及びピーク強度を比較することにより行われる、請求項6に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項９】
　さらに、相同性が判定された複数のプリカーサーイオンから、相同性有と判定されたプ
リカーサーイオンの集合または相同性無と判定されたプリカーサーイオンの集合を取り出
すステップを備えている、請求項6に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　さらに、前記集合を表示するステップを備えてなる請求項9に記載のコンピュータプロ
グラム。
【請求項１１】
　請求項6乃至10の何れか1項に記載のコンピュータプログラムを記録した、コンピュータ
で読み取り可能な記録媒体。
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